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医療法①

第二節医療計画

第三十条の四都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療
提供体制の確保を図るための計画(以下｢医療計画｣という。)を定めるものとする。
２医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関
する事項
二第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制（医療提供施設相互
間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。）に関する事項
三医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認め
られる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下｢救急医療等確保事業｣という。)に関する事項(ハに掲げる
医療については､その確保が必要な場合に限る。)
イ救急医療
ロ災害時における医療
ハへき地の医療
ニ周産期医療
ホ小児医療（小児救急医療を含む。）
ヘイからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に
照らして特に必要と認める医療
六居宅等における医療の確保に関する事項
七地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に
従い定める区域（以下「構想区域」という。）

５疾病

５事業

在宅医療

ハそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、
又はそのおそれがあるときにおける医療（※令和３年５月28日公布､令和６年４月１日施行）

＋１事業

６事業
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医療法②

八地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一医師の確保に関する次に掲げる事項
イ第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関す
る指標を踏まえて定める同号に規定する区域におい
て確保すべき医師の数の目標
ハ厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関す
る指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標
ニロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二医療従事者（医師を除く。）の確保に関する事項
十三医療の安全の確保に関する事項
十四主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除
く。）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医
療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的
単位としての区域の設定に関する事項
十六第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七療養病床及び一般病床に係る基準病床数､精神病床に係る基準病床数､感染症病床に係る基準病
床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

病床機能報告制度地域医療構想

医師確保計画

二次医療圏

三次医療圏 基準病床数

外来医療計画
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全国の人口推移（推計）

（国立社会保障・人口問題研究所）

1965年 2015年

2025年
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なぜ「地域医療構想」？
～２０２５年とは～

・2025年とは、全国で団塊の世代が75歳になる年
⇒医療・介護需要増加の一つの節目（指標）

・高齢者人口の増加には大きな地域差
⇒地域によっては高齢者人口の減少が既に開始

・医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な配置を促し、急性期から
回復期、慢性期まで、患者状態に見合った病床で、状態にふさわしい、
より良質な医療サービスを受けられる体制を作ることが必要。

「地域医療構想」について

2015年 2025年

療養病床

一般病床

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

慢性期

回復期

急性期

高度急性期

2025年

2013年の実際の診療状況

既にピークを過ぎている地域もあれば、
２０２５年以降にピークを迎える地域
もあることに留意
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「地域医療構想」における病床機能の考え方

病床機能報告制度における医療機能 国の２０２５年の医療需要推計における医療機能供給 需要

定性的な基準に基づく自主申告 入院患者をＮＤＢレセプトデータやＤＰＣデータに基づき医療資源投
入量で分析した、延べ入院患者数により算出した医療需要

性格

位置づけ

単位

医療機能

異なる基準

医療法施行規則により国が位置づけ 地域医療構想策定ガイドライン（算定式は省令）により国が位置づけ

病棟 延べ入院患者数⇒病床（延べ入院患者数を病床稼働率で割り戻して算出）

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

在宅医療等

●急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向
けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

●急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向
けて、医療を提供する機能

●急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた
医療や、リハビリテーションを提供する機能
●特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨
頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅
復帰を目的としたリハビリテーションを集中的
に提供する機能（回復期リハビリテーション機
能）

●長期にわたり療養が必要な患者を入院させる
機能
●長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重
度の意識障害を含む）、筋ジストロフィー患者
又は難病患者等を入院させる機能

Ｃ２

Ｃ３

600点

225点

175点

3,000点以上

600点～3,000点未満

175点～600点未満 回復期リハビリ
テーション病棟
入院料を算定し
た患者数

延べ入院患者数 病床数

医療資源投入量

医療資源投入量

医療資源投入量

＋

Ｃ１ 3,000点

病床稼働率
７５％

病床稼働率
７８％

病床稼働率
９０％

病床稼働率
９２％

一
体
的
に
推
計

〈一般病床〉
障害者施設等入院基本
料、特殊疾患病棟入院
基本料及び特殊疾患入
院医療管理料を算定し
ている患者

〈療養病床〉
療養病床（回復期リ
ハビリテーション病
棟入院料を算定した
患者数を除く）－医
療区分１の患者数の
７０％－地域差解消
分

医療資源投入量

Ｃ３（175点）未満

退院調整等を行う機関の医療需要を見込む
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慢性期機能の医療需要及び在宅医療等※の患者数の推計は、以下の考え方に基づき実施する。
①一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療 管
理料を算定している患者）は、慢性期機能の医療需要として推計する。

②療養病床の入院患者のうち、医療区分１の患者の７０％を、在宅医療等で対応する患者数として推計する。

③医療資源投入量１７５点未満の患者数を、在宅医療等で対応する患者数として推計する。

④２０１３年の在宅患者訪問診療料を算定している患者数の性・年齢階級別受療率を算定し、これに当該構想区
域の２０２５年における性・年齢階級別人口を乗じて総和することによって、在宅医療等の医療需要として推
計する。

⑤２０１３年の介護老人保健施設の施設サービス受給者数の性・年齢階級別の割合を算出し、これに当該構想区
域の２０２５年における性・年齢階級別人口を乗じて総和することによって、在宅医療等の需要として推計す
る。

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図

回復期
機能

【

将
　
来
】

③一般病床で
Ｃ３基準未満の

患者数

④現時点で訪問診療を
受けている患者数

⑤現時点の
老健施設の
入所者数

①障害者・
難病患者数

【

現
　
状
】

回復期
リハ病
棟の患
者数

医療区
分１の
７０％

地域
差の
解消

②療養病床の
入院患者数

慢性期機能 及び 在宅医療等

「慢性期機能」及び「在宅医療等」の需要の将来推計の考え方について

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他
医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。
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「地域医療構想」における必要とされる病床推計のイメージ【都市部】

一般病床

療養病床

2013年
許可病床数

2013年
レセプト実績

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

2025年推計
（単純）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

2025年推計
（構想）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

在宅医療
等

療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する患者数として見込んでいる。
※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を
受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。

１ ２ ３ ５

3000点以上

600～
3000点未満

175～
600点未満

175点未満

医療資源
投入量(日)

国立社人
研人口推
計に基づ
き推計

４
2025年推計

（病床稼働率反映）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期92％

病床
稼働率

90％

78％

75％（床） （人） （床） （床）
（人）
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「地域医療構想」における必要とされる病床推計のイメージ【地方部】

一般病床

療養病床

2013年
許可病床数

2013年
レセプト実績

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

2025年推計
（単純）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期

2025年推計
（構想）

回復期

慢性期

在宅医療
等

療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する患者数として見込んでいる。
※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を
受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。

１ ２ ３ ５

3000点以上

600～
3000点未満

175～
600点未満

175点未満

医療資源
投入量(日)

国立社人
研人口推
計に基づ
き推計

４
2025年推計

（病床稼働率反映）

高度
急性期

急性期

回復期

慢性期92％

病床
稼働率

90％

78％

75％

高度
急性期

急性期

（床） （人） （人） （床） （床）
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「地域医療構想」における実際の病床推計【十勝第二次医療圏】

一般病床
（3,644）

療養病床
（1,062）

2014年
医療施設調査

2013年
レセプト実績

高度
急性期

急性期
（795）

回復期
（866）

慢性期
（1,335）

2025年推計
（単純）

高度
急性期

急性期
（890）

回復期
（1,080）

慢性期
（1,248）

療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する患者数として見込んでいる。
※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、
その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。

１ ２ ３

3000点以上

600～
3000点未満

175～
600点未満

175点未満

医療資源
投入量(日)

国立社人
研人口推
計に基づ
き推計

４
2025年推計

高度
急性期

急性期
（1,141）

回復期
（1,207）

慢性期
（1,356）

92％

病床
稼働率

90％

78％

75％

【4,706床】 【3,250人】 【3,490人】

（254）
（272）

在宅医療等
（3,015）

療養病床の入院
患者のうち、医
療区分１の患者
の７０％など

在宅医療等
（4,600）

在宅医療等
（4,600）

【4,067床】

（構 想）
病床稼働率反映

（363）

⇒うち訪問診療
2,011

⇒うち訪問診療
1,436
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「地域医療構想調整会議」の規定（医療法）

第三十条の十八の四都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府
県の知事が適当と認める区域（第三項において「対象区域」という。）ごとに、診療に関する学識
経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この項及び次項において「関
係者」という。）との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（第三号から
第五号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第
三項において同じ。）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。

一第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏ま
えた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第
一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項

三前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項

四複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項

五医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項

六その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

二次医療圏地域医療構想調整会議
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（R4.11.28第93回社会保障審議会医療部会資料）

医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ①

都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。

■過剰な医療機能への転換の中止等

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請

病
床
機
能
報
告

保険医
療機関
の指定
申請

保険医
療機関
の指定
申請

当該申請に係る二次
医療圏の既存病床数
の数が既に基準病床
数に達している、又
は当該申請による病
床数の増加によって
超えることが認めら
れる場合

第７条の２第１項

当該申請に係る構想区域における療養
病床及び一般病床の数の合計が、将来
の病床数の必要量に既に達している、
又は当該申請による病床数の増加に
よって超えることが認められる場合、
都道府県知事は、以下の対応を申請者
に求めることができる。

都道府県医療審議会の意
見を聴いて、許可を与え
ないことができる

勧告
に従
わな
い場
合

正当な理
由がなく
当該要請
に係る措
置を講じ
ていない
場合

病床機能報告において基準日と基準日
後の病床機能が異なる場合であって、
基準日後病床機能に応じた病床数が、
将来の病床の必要量に既に達している
場合､都道府県知事は､以下の対応を報
告医療機関に求めることができる。

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由
等の説明

第30条の15第１項・２項・４項

第７条の３第１項・２項・４項

①都道府県知事への理由書提出
②調整会議での協議への参加
③都道府県医療審議会での理由
等の説明

医療審議会の意見を聴い
て、申請の中止又は申請
病床数の削減を勧告する
ことができる

命令・勧告
に従わない
地域医療支
援病院・特
定機能病院
※は承認取
り消すこと
ができる

都道府県医療審議会の意
見を聴いて、病床機能を
変更しないことを要請す
ることができる

厚生労働大臣は、勧告に従わなかっ
たときは、勧告を受けた病床の全部
又は一部を除いて、保険医療機関の
指定を行うことができる

都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、当
該措置を講ず
べきことを勧
告することが
できる

都道府県医療審議会の意
見を聴いて、病床機能を
変更しないことを命令す
ることができる

医療審議会の意見を聴
いて、申請の中止又は
申請病床数の削減を勧
告することができる

都道府県医療審議会の意
見を聴いて、許可を与え
ないことができる

命令に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る

※特定機能病院の承認取消しは厚生労働大臣が行う

公
的

民
間

第29条の第3
項及び第4項

健康保険法第65条第４項

第７条の３第６項

第７条の２第１項

第30条の15第７項

第30条の15第６項

第30条の11

公
的

公
的

民
間

民
間

第30条の11

第30条の17

命令
に従
わな
い場
合

厚生労働大臣は、勧告に従わなかっ
たときは、勧告を受けた病床の全部
又は一部を除いて、保険医療機関の
指定を行うことができる

健康保険法第65条第４項

第30条の18

第30条の18

勧告に従わ
なかった旨
を公表する
ことができ
る

理由
等が
やむ
を得
ない
もの
と認
めら
れな
い場
合

理由
等が
やむ
を得
ない
もの
と認
めら
れな
い場
合

12



（R4.11.28第93回社会保障審議会医療部会資料）

医療法に基づく都道府県知事の権限と行使の流れ②

都道府県知事には、医療計画の達成や地域医療構想の実現に必要な場合、以下の権限を行使することが認められている。

■不足する医療機能への転換等の促進

病
院
の
開
設
等
の
許
可
申
請

病
床
過
剰
地
域

・新たに整備される病床が担
う予定の医療機能が、当該
構想区域における不足する
医療機能以外の医療機能と
なっている

・当該構想区域における不足
する医療機能について、既
存の医療機関の将来の機能
転換の意向を考慮してもな
お充足する見通しが立たな
い場合等

地域医療構想の達成を推進する
ために必要な事項について、地
域医療構想調整会議での協議が
整わないとき等

不足する医療
機能に係る医
療を提供する
旨の条件を開
設等許可に付
与できる

勧告に
従わな
い場合

正当な理由がな
く、当該要請に
係る措置を講じ
ていない場合

病院又は診療所が、正当な理由
がなく、許可を受けた病床に係
る業務の全部又は一部を行って
いない場合

都道府県医療審議会の意見を聴いて、当
該病床を削減することを要請することが
できる

都道府県医
療審議会の
意見を聴いて、
期限を定めて、
条件に従うべ
きことを勧告
することがで
きる

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置
を講ずべきこと
を勧告すること
ができる

都道府県医療審議会の意見を聴いて、当
該病床を削減することを命令することが
できる

都道府県医療審議会の意見を聴いて、不
足する医療機能を提供することを要請す
ることができる

都道府県医療審議会の意見を聴いて、不
足する医療機能を提供することを指示す
ることができる

勧告に従
わなかっ
た旨を公
表するこ
とができ
る

公
的

民
間

第29条
の第3項
及び第4

項

第７条第５項

第30条の12第１項

第７条の２第３項

公
的

民
間

第30条の16第２項 第30条の17

命令に
従わな
い場合

第30条の18

第7条の2第6項

勧告に従
わなかっ
た旨を公
表するこ
とができ
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

第30条の16

第７条の２第３項

■非稼働病床の削減

正当な理由
がなく、条
件に従わな
い場合

正当な理
由がなく
当該勧告
に係る措
置を講じ
ていない
場合

都道府県医療
審議会の意見
を聴いて、期
限を定めて、
当該勧告に係
る措置をとる
べきことを命
令することが
できる

命令に
従わな
い場合

命令に従
わなかっ
た旨を公
表するこ
とができ
る 命令・

勧告に
従わな
い地域
医療支
援病
院・特
定機能
病院※
は承認
取り消
すこと
ができ
る

※特定
機能病
院の承
認取消
しは厚
生労働
大臣が
行う

第30条の16第１項

指示に
従わな
い場合

指示に従
わなかっ
た旨を公
表するこ
とができ
る

第30条の18

勧告に
従わな
い場合

正当な理由がな
く、当該要請に
係る措置を講じ
ていない場合

命令に従
わなかっ
た旨を公
表するこ
とができ
る

都道府県医療審
議会の意見を聴
いて、当該措置
を講ずべきこと
を勧告すること
ができる

第27条の２第１項 第27条の２第２項
第27条の２第３項

第30条の12第3項第30条の12第2項

｢地域医療構想の進め方について」
(H30.2.7地域医療計画課長通知)
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